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年金制度の国際比較
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（2004年） 豪募1号披保験雷は重義
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贅その他に遭簑年童の優瞼料

1．乃弓が雷集まにかかる
（毛触草食とは別蠣廣）

支給開始

国民年金 （基礎年金）　：65緻
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男子 ：65歳

65歳 60畿

　 65貴

く＃61義以降本人が

年齢
犀生年全 ：60緻

叢a蛇7年までに67義に 女子 ：60畿 遭釈．ただし、優鉦

（2004年） 贅男子は試佗5年までに、
女子は謂 0年までに
65義に引上げ

引上げ 薫女子は2020年までに
65義に引上げ

年食の支給精緻年
齢損近畿）

臨摩負担

基礎年金給付費の
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贅2∝怜年度までに
1／2に引上げ

なし 原則なし
給付責の約30％

（2000 年）

一般財鳶より給付費の

約7％

一般社会拠出金等より
給付費の

約18％ （1997年）

保証年金部分

＜著者＞
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レポートに

よる

所得代替率

（所得は税捜

陸棲のもの）

59．1％ 5 1．0％ 47．6％ 71．8％ 68．8％ 68．2％

資料出所：・SodalSecuritYProgramSTbroughouttheWorld：EWOpe；2似／neAmericas；2003
・TbeMutualInbrnadonSystemonSocialProtecdon

・先進諸国の社会保障①イギリス、④ドイツ　⑤スウェーデン　⑥フランス　⑦アメリカ（東京大学出版会）
・PensionsataGlance2005（OECD）ほか

注）1　平成18年版「厚生労働白書」より抜粋

2　所得代替率は、現役時の平均手取所得に対する手取年金額の割合である。

10


